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開
眼
検
診
を
実
施

　
目
の
見
え
な
い
不
幸
な
方
に
愛
の

光
を
お
く
ろ
う
と
い
う
開
眼
対
策
事

業
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
ほ
ど
開
眼

検
診
が
行
わ
れ
ま
す
．

　
こ
れ
は
、
昭
和
四
十
一
年
か
ら
実

施
し
て
い
る
角
膜
移
植
適
応
者
の
は

握
を
趣
旨
と
し
た
開
眼
検
診
を
主
軸

に
、
一
般
眼
科
検
診
も
含
め
た
検
診

で
、
新
大
医
学
部
の
協
力
を
得
て
、

昭
和
五
十
三
年
度
に
実
施
す
る
も
の

で
す
。

　
対
象
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
一
級

か
ら
四
級
ま
で
の
方
、
及
び
潜
在
視

力
障
害
者
（
通
院
中
の
方
、
及
び
学

校
保
健
法
の
適
用
を
受
け
る
児
童
、

生
徒
は
除
く
）
で
す
。

　
受
診
希
望
さ
れ
る
方
は
、
一
月

三
十
日
ま
で
に
市
社
会
福
祉
事
務
所

（
奮
七
－
三
一
二
番
）
へ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

出
稼
先
訪
問
バ
ス
の

　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

　
今
回
で
五
年
目
を
迎
え
る
「
出
稼

先
訪
問
バ
ス
」
は
、
「
雪
の
故
郷
」

と
「
出
稼
先
」
と
を
結
ぶ
定
期
便
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
に
多
数
の
方
々
の

参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
本
年
度
も
上
、

中
、
下
越
地
区
か
ら
一
台
づ
つ
運
行

す
る
予
定
で
す
。

　
行
先
は
東
京
、
神
奈
川
《
＼
三
月

四
日
出
発
、
五
日
帰
路
で
す
。

　
希
望
者
は
、
一
月
三
十
一
日
ま
で

に
職
業
安
定
所
又
は
市
農
業
委
員
会

に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

ゆ
ず
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
希
望
餐
は
、

　
　
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
　
覆
霞
護
嚢
馨
髪
峯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◆
捻
潟
聾
0
日
ま
で
の
受
付
分

ゆ
　
　
ず

り
　
　
ま
　
　
す

ゆ
　
ず
　
っ
　
て
　
く
　
だ
　
さ
　
い

蕩
　
　
　
　
名

規
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希
望
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絡

贔
　
　
　
　
名
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希
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按

座
　
卓
（
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絵
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鷹
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圓
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狂
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華
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天
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誘
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インフルエンザの
　　吊防について 難

轟
縦
灘
懸
鞭
鞭
聯
皿

　
　
中
条
病
院
（
北
原
）
　
肥

　
　
　
　
3
7
の
3
0
1
8
番
｝

　
　
大
島
医
院
（
川
原
町
）
　
…

　
　
　
　
奮
2
の
2
9
5
7
番
…

　
　
十
日
町
病
院
（
高
田
町
二
南
）
…

　
　
　
　
霊
7
の
5
5
6
6
番
…

　
　
至
誠
堂
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西
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東
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皿
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3
2
7
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田
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（
本
町
西
一
）
…

　
　
　
　
8
2
の
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5
8
1
番
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山
ロ
医
院
（
袋
町
中
V
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饗
2
の
2
1
7
4
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富
田
医
院
（
神
明
町
）
　
…

　
　
　
　
8
2
の
3
2
6
9
番
皿

　
　
庭
野
医
院
（
神
明
町
）
…

　
　
　
　
8
2
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2
7
1
1
番
…

　
　
　
ル
　
は
熱
わ
が
肺

　
　
　
一
　
　
て
　
　
現
さ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
ビ
　
　
　
い
く
く
る
し

　
　
ど
　
っ
強
強
だ
と

　
　
　
ん
　
　
に
カ
カ
　
、
病

　
　
　
と
　
　
ス
力
状
み
余

　
　
　
ま
　
　
ル
染
症
痛
　
、

　
　
　
、
　
　
一
伝
の
の
た

　
　
　
は
　
　
ビ
て
ど
足
ま

　
　
　
因
　
　
ザ
　
つ
な
手
　
。

　
　
　
原
　
　
ン
違
み
さ
す

　
　
　
の
　
　
エ
と
や
寒
ま

　
　
　
ぜ
　
　
ル
ぜ
し
に
き

　
　
　
か
　
。
フ
か
く
れ
て

　
　
　
通
す
ン
の
　
、
そ
　
っ

　
　
　
普
で
イ
通
き
　
わ

　
　
　
　
ス
　
普
せ
払
加

事
業
名

期
日

受
付
時
間

会
場
名

対
象
者

参
集
区
域

備
　
　
　
　
考

4
ヵ
月

児
検
診

－
月

n
日

困

午
後
1
時

　
～

　
1
時
半

＋
日
町
公
民
館

52

年
9
月

生
れ
の
者

全
　
域

育
児
学
級

身
体
測
定

内
科
検
診

3
オ
児

検
　
診

－
月

13
日

團

午
後
1
時

　
～

　
2
時
半

勤
労
青
少
年

ホ
　
ー
　
　
ム

49
年
7
月

生
れ
の
者

全
　
域

3
才
6
ヵ
月
児
を
対
象
に

実
施
し
て
お
り
ま
す
．

通
知
が
な
く
て
も
該
当
月

の
方
は
お
い
で
く
だ
さ
い
。

育
児

相
談

－
月

6
日

囲

午
後
1
時

　
～

午
後
2
時

水
沢
出
張
所

生
後
1
2
カ

月
ま
で
の

者

水
沢
地
区

身
体
測
定

保
育
に
つ
い
て
の
相
談

1
月

10
日

㈹

吉
田
出
張
所

吉
田
地
区

－
月

10
日

図

中
条
公
民
館

中
条
地
区

－
月

12
日

困

下
条
公
民
館

下
条
地
区

－
月
02

日
團

午
後

1
時
半
～

午
後
2
時

＋
日
町
公
民
館

52
年
1
月

か
ら
3
月

生
れ
の
者

柵
日
醐
｝
地

大
井
田
・
新
座

炎、腎炎など起こすこともありますの

で、冬期間かρ）春先にかけて、予防に

十分気を配ることが大切です。

予防の注意事項

①普段から体を鍛練し、体調を整えて

　おくこと。

②肌着は常に清潔にしておく。

③過労、飲みすぎ、睡眠不足をさける。

④バランスのとれた食事をする。

⑤外出から帰ってきたら手洗いと、う

　がいを忘れないこと。

かぜをひいたら安静、保温、食事に気

をつける。
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水
田
利
用
再
編
対
策
事
業

事
前
売
渡
串
込
隈
度
数
最

転
作
趨
標
割
婁
面
積

　
農
政
の
推
進
に
つ
い
て
は
、

常
々
格
別
の
ご
高
配
ご
協
力

を
頂
き
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　
最
近
の
農
業
を
と
り
ま
く

情
勢
は
誠
に
厳
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
特
に
米
の
過

剰
基
調
が
一
層
強
ま
っ
て
い

る
一
方
、
今
後
増
産
の
必
要

な
大
豆
、
麦
等
の
農
産
物
の

生
産
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
農
業
生
産
の
再
編
が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
国
は
昭
和

ウ
ル
チ
一
〇
一
、
二
八
轍
俵

モ
・
チ
　
　
七
、
八
一
九
俵

　
　
　
　
一
〇
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

　
こ
う
し
た
情
勢
か
ら
、

五
十
三
年
度
以
降
お
お
む
ね
十
年
間

に
わ
た
る
水
田
利
用
再
編
対
策
を
発

足
さ
せ
、
第
一
期
（
五
十
三
年
か
ら

五
十
五
年
ま
で
の
三
ヵ
年
）
の
米
の

生
産
調
整
目
標
数
量
を
、
各
年
百
七

十
万
ト
ン
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
．
主
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
聞
、

テ
レ
ビ
等
で
、
こ
承
知
と
存
じ
ま
す
が
、

＋
日
町
市
と
し
て
の
取
組
み
を
お
知

ら
せ
し
て
各
位
の
ご
協
力
を
頂
き
た

い
と
存
じ
ま
す
。

十
日
町
市
の
取
組
み

　
市
で
は
、
一
月
十
目
に
十
日
町
市

水
田
利
用
再
編
対
策
協
議
会
（
農
業

関
係
団
体
の
長
七
名
で
構
成
）
を
開

催
し
、
基
本
的
事
項
を
ご
協
議
頂
き
、

市
の
方
針
を
了
承
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
基
づ
き
、
農
林
課
で
配
分

作
業
を
行
い
、
二
月
上
旬
頃
各
地
区

ご
と
に
農
事
連
絡
員
会
議
を
開
催
し
、

内
容
を
説
明
す
る
と
共
に
、
個
々
の

農
家
の
数
字
を
「
仮
配
分
」
と
い
う

形
で
示
す
予
定
で
す
。

　
十
日
町
市
に
配
分
さ
れ
た
百
九
ヘ

ク
タ
ー
ル
は
、
市
内
の
全
水
田
面
積

の
四
・
六
欝
に
当
た
り
ま
す
。
全
県

で
は
一
万
百
八
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
五

・
九
欝
）
、
全
国
で
は
三
十
九
万
一
千

ヘ
ク
タ
ー
ル
（
十
三
・
四
暫
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。

＊
基
準
面
積
の
把
握
　
昭
和
四
十
六

年
一
月
一
日
現
在
の
固
定
資
産
台
帳

水
田
面
積
を
基
に
し
イ
＼
弘
、
の
後
七

年
間
の
農
地
法
手
続
済
み
の
面
積
等

公
簿
上
把
握
で
き
る
法
的
手
続
き
を

経
た
水
田
面
積
を
、
個
人
ご
と
に
加

除
し
て
基
準
面
積
と
し
ま
す
。

＊
転
作
目
標
面
積
の
配
分
　
基
準
面

積
に
一
定
の
率
（
約
五
新
）
を
乗
じ

て
算
出
さ
れ
た
面
積
を
、
米
売
渡
実

績
の
あ
る
農
業
者
に
配
分
し
ま
す
．

＊
米
売
渡
実
績
の
把
握
　
昭
和
四
十

六
年
度
の
農
家
別
限
度
数
量
及
び
五

十
年
と
五
十
二
年
（
五
十
一
年
は
冷

害
年
の
た
め
除
外
）
の
二
ヵ
年
平
均

売
渡
実
績
数
値
を
使
用
し
ま
す
．

＊
事
前
売
渡
申
込
限
度
数
量
の
配
分

限
度
数
量
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、

次
の
』
ぢ
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て

算
出
し
ま
す
．

　
ウ
ル
チ
米
…
…
①
基
準
面
積
割
に

市
の
限
度
数
量
総
数
の
六
十
習
を
充

て
る
②
四
十
六
年
度
に
配
分
さ
れ
た

限
度
数
量
割
に
、
市
の
限
度
数
量
総

数
の
十
暫
を
充
て
る
③
五
十
年
、
五

十
二
年
の
二
ヵ
年
平
均
売
渡
実
績
割

に
、
市
の
限
度
数
量
総
数
の
三
十
習

を
充
て
る
。
①
②
③
を
プ
ラ
ス
し
て

個
人
別
限
度
数
量
を
算
出
す
る
．

　
モ
チ
米
…
…
①
基
準
面
積
割
に
限

度
総
数
の
三
十
新
を
充
て
る
②
四
十

九
年
、
五
十
年
、
五
十
二
年
の
三
ヵ

年
平
均
売
渡
実
績
割
に
限
度
総
数
の

七
十
新
を
充
て
る
。
①
②
を
プ
ラ
ス

し
て
部
落
別
限
度
数
量
を
算
出
す
る
．

　
水
田
利
用
再
編
対
策
事
業
の
転
作

が
円
滑
に
推
進
さ
れ
る
た
め
、
市
で

も
転
作
作
物
栽
培
指
針
の
配
布
や
水

田
畑
地
化
排
水
事
業
や
転
作
融
資
事

業
等
補
助
施
策
を
実
施
す
る
予
定
で

す
．
農
家
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は

誠
に
耐
え
難
き
問
題
と
は
存
じ
ま
す

が
、
国
家
的
命
題
解
決
と
食
管
制
堅

持
の
た
め
、
何
と
ぞ
ご
理
解
を
頂
き

た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
転
作
々
物
の
栽
培
指
針

　
転
作
々
物
の
栽
培
方
法
に
つ
い
て

は
、
県
の
専
門
機
関
に
よ
り
作
ら
れ

た
作
目
ご
と
の
栽
培
指
針
を
別
途
皆

さ
ん
に
配
布
し
ま
す
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実
施
の
期
間

　
水
田
利
用
再
編
対
策
は
、
お
お
む

ね
十
年
間
の
対
策
と
し
て
、
こ
れ
を

数
期
に
分
け
て
実
施
す
る
計
画
で
す
．

今
回
は
、
そ
の
第
一
期
と
し
て
昭
和

五
十
三
年
度
か
ら
五
十
五
年
度
ま
で

の
三
年
間
で
す
。

実
施
の
方
法

実
施
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ

て
行
っ
て
頂
き
ま
す
。
（
別
表
一
参
照
）

④
転
作
…
：
米
か
ら
米
以
外
の
作

　
　
物
へ
の
転
換
を
行
う
．

⑤
管
理
転
作
…
…
自
分
で
は
転
作

　
　
　
で
き
な
い
農
家
が
、
転
作
希

　
　
望
水
田
を
農
協
等
に
預
け
、

　
　
農
協
等
が
そ
の
水
田
に
つ
い

　
　
　
て
転
作
者
を
み
つ
け
、
転
作

　
　
　
ま
た
は
転
作
者
が
み
つ
か
る

　
　
　
ま
で
の
間
保
全
管
理
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

事
業
の
通
年
施
行
…

　
　
　
国
・
県
の
認
め
た
土
地
改
良

　
　
　
事
業
を
通
年
施
行
で
行
う
。

転
作
計
画
書
の
提
出

転
作
の
方
法
を
決
め
て
、
転
作
実

施
計
画
書
を
提
出
し
て
頂
き
ま
す
。

（
転
作
計
画
書
を
提
出
し
な
い
と
、
転

作
を
実
施
し
て
も
奨
励
補
助
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
）

奨
励
補
助
金

　
転
作
計
画
書
に
よ
り
、
転
作
を
実

施
し
た
農
家
に
、
転
作
面
積
、
作
目

等
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
準
で
算
出

さ
れ
た
奨
励
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま

す
。
（
別
表
二
参
照
）

転
作
計
画
と
米
の

政
府
買
入

　
水
田
利
用
再
編
対
策
で
は
、
米
の

政
府
買
入
れ
の
事
前
売
渡
申
込
限
度

数
量
と
転
作
目
標
面
積
が
関
連
し
て

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

目
標
面
積
未
達
成
の

場
合
の
措
置

　
目
標
面
積
が
未
達
成
の
場
合
は
、

翌
年
度
の
目
標
面
積
及
び
限
度
数
量

の
配
分
に
、
未
達
成
面
積
が
加
算
さ

れ
、
そ
の
面
積
に
相
当
す
る
米
の
限

度
数
量
を
減
じ
て
算
出
さ
れ
ま
す
。

争
乎
乎
牽
牽
牽
乎
乎
乎
車
乎
乎
乎
乎
牽
乎
乎
乎
乎
乎
乎
乎
乎
乎
乎
争
車

　
　
部
落
調
整
の
方
法

の
場
合
を
例
に
し
ま
す
と
、
土
地
の

所
有
者
と
耕
作
者
で
話
し
合
い
を
行

っ
て
頂
き
、
そ
の
結
果
を
農
事
連
絡

員
に
申
し
出
て
調
整
を
し
て
も
ら
い

ま
す
。

　
部
落
間
調
整
の
方
法
　
土
地
所
有

者
と
耕
作
者
の
部
落
が
異
つ
た
場
合

は
、
土
地
所
有
者
と
耕
作
者
の
話
し

合
い
の
結
果
を
両
部
落
の
農
事
連
絡

員
に
申
し
出
て
、
両
部
落
の
農
事
連

絡
員
の
間
で
調
整
し
て
頂
き
ま
す
。

　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

対
策
実
施
の
日
程

　
水
紹
利
朋
再
編
対
策
の
実
施
に
つ

い
て
は
、
左
の
表
に
よ
り
日
程
を
計

画
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
水
田
利
用
再
編
対
策

　
転
作
目
標
面
積
と
限
度
数
量
の
計

算
の
基
礎
は
、
固
定
資
産
台
帳
（
昭

和
四
十
六
年
一
月
一
日
現
在
）
を
基

に
、
公
簿
上
把
握
で
き
る
法
手
続
き

の
行
わ
れ
た
も
の
だ
け
が
対
象
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
公
簿
上
に
あ
ら

わ
れ
な
い
請
負
耕
作
や
委
託
耕
作
等

に
つ
い
て
は
、
公
簿
上
の
所
有
者
の

所
に
割
当
て
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の

調
整
を
そ
れ
ぞ
れ
部
落
内
及
び
部
落

間
で
行
っ
て
頂
き
ま
す
。

　
部
落
内
調
整
の
方
法
　
委
託
耕
作

水田利用再編対策実施目程表

を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
国
、
県
、

市
で
実
施
を
予
定
し
て
い
る
施
策
で

特
に
関
係
の
深
い
も
の
を
参
考
と
し

抜
粋
し
ま
し
た
。
（
別
表
三
参
照
）

1期　　β 実施事項’ 内　　　　　　　容

2潟上旬

　　　～

俵　配　分

地区別（旧町村単位〉に農事連

絡員会議を開催し、農事連絡員

の皆さんを通じて仮配分をお知
　　』　　、
らせします。

2月申旬・

　～
　3月下旬

部　落　調　整

綱々の実情に搭じ、部落内ある

いは、部落閥調整をして頂きま

す。

4月中旬 正　式　配　分
調整の結果により、正式配分を

行います。

5月上旬 転作計画書の提出
正式配分により1人1人転作計

画書を堤出して頂きます。
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《表1》転作の方法
転　　　作　　　の　　　方　　　法

種　　　　別 内　　　　　　　　　　　　　　容

（1）転　　　　作

（1）集団転作
　　　　　　　　　　　　　　　’地域ぐるみの話し合いにより、1ヘクタール以上の団地

として転作するもの。

（2）普通転作

個別にそれぞれの転作作物により転作するもの。

休耕放置田については畑にし、転作作物を作る場合に限

り奨励補助金の対象となります。

（2）管理転作

（1）通常の使用貸借 別の農家が借りうけて転作物をつくる。

（2洪同利用施設 農協が転作物の実習展示ほや共同利用草地等に使用する。

（3）経営受託 農協が経営受託として転作物をつくる。

（4）保全管理
（1）～（3）までの使途がきまるまでの間、農協又は個人の再

受託により、いつでも耕作可能の状態に管理しておく。

（3）土地改良事業

の通年施行

ほ場整備事業等

の通年施行
国・県の補助事業

物作象対

作　物　名 内　　　　　　　　　　　　　　容

特　定　作　物

（1）大豆・そば・麦

（2）飼料作物 ソルガム・とうもろこし等

永年性作物

（1）果　　　　樹

（2）木本性作物

（3）そ　の　他 アスパラ・ホップ等

一　般　作　物 普通　そ　菜

そ　　の　　他

（1）植　　　　林
農用地区域外の水田で、農地転用をするもので、53年度

以降新規の植栽のものに限る。

（2）水田養魚

農用地区域外の場合、農地転用が必要。

農用地区域内の場合、農地転用の必要なし。

53年度以降新たにつくられたものに限る。

（3濃業用施設の

敷地等
53年度以降新たにつくられたものに限る。
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実
施
の
期
間

　
水
田
利
用
再
編
対
策
は
、
お
お
む

ね
十
年
間
の
対
策
と
し
て
、
こ
れ
を

数
期
に
分
け
て
実
施
す
る
計
画
で
す
．

今
回
は
、
そ
の
第
一
期
と
し
て
昭
和

五
十
三
年
度
か
ら
五
十
五
年
度
ま
で

の
三
年
間
で
す
。

実
施
の
方
法

実
施
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ

て
行
っ
て
頂
き
ま
す
。
（
別
表
一
参
照
）

④
転
作
…
：
米
か
ら
米
以
外
の
作

　
　
物
へ
の
転
換
を
行
う
．

⑤
管
理
転
作
…
…
自
分
で
は
転
作

　
　
　
で
き
な
い
農
家
が
、
転
作
希

　
　
望
水
田
を
農
協
等
に
預
け
、

　
　
農
協
等
が
そ
の
水
田
に
つ
い

　
　
　
て
転
作
者
を
み
つ
け
、
転
作

　
　
　
ま
た
は
転
作
者
が
み
つ
か
る

　
　
　
ま
で
の
間
保
全
管
理
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

事
業
の
通
年
施
行
…

　
　
　
国
・
県
の
認
め
た
土
地
改
良

　
　
　
事
業
を
通
年
施
行
で
行
う
。

転
作
計
画
書
の
提
出

転
作
の
方
法
を
決
め
て
、
転
作
実

施
計
画
書
を
提
出
し
て
頂
き
ま
す
。

（
転
作
計
画
書
を
提
出
し
な
い
と
、
転

作
を
実
施
し
て
も
奨
励
補
助
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
）

奨
励
補
助
金

　
転
作
計
画
書
に
よ
り
、
転
作
を
実

施
し
た
農
家
に
、
転
作
面
積
、
作
目

等
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
準
で
算
出

さ
れ
た
奨
励
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま

す
。
（
別
表
二
参
照
）

転
作
計
画
と
米
の

政
府
買
入

　
水
田
利
用
再
編
対
策
で
は
、
米
の

政
府
買
入
れ
の
事
前
売
渡
申
込
限
度

数
量
と
転
作
目
標
面
積
が
関
連
し
て

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

目
標
面
積
未
達
成
の

場
合
の
措
置

　
目
標
面
積
が
未
達
成
の
場
合
は
、

翌
年
度
の
目
標
面
積
及
び
限
度
数
量

の
配
分
に
、
未
達
成
面
積
が
加
算
さ

れ
、
そ
の
面
積
に
相
当
す
る
米
の
限

度
数
量
を
減
じ
て
算
出
さ
れ
ま
す
。

争
乎
乎
牽
牽
牽
乎
乎
乎
車
乎
乎
乎
乎
牽
乎
乎
乎
乎
乎
乎
乎
乎
乎
乎
争
車

　
　
部
落
調
整
の
方
法

の
場
合
を
例
に
し
ま
す
と
、
土
地
の

所
有
者
と
耕
作
者
で
話
し
合
い
を
行

っ
て
頂
き
、
そ
の
結
果
を
農
事
連
絡

員
に
申
し
出
て
調
整
を
し
て
も
ら
い

ま
す
。

　
部
落
間
調
整
の
方
法
　
土
地
所
有

者
と
耕
作
者
の
部
落
が
異
つ
た
場
合

は
、
土
地
所
有
者
と
耕
作
者
の
話
し

合
い
の
結
果
を
両
部
落
の
農
事
連
絡

員
に
申
し
出
て
、
両
部
落
の
農
事
連

絡
員
の
間
で
調
整
し
て
頂
き
ま
す
。

　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

対
策
実
施
の
日
程

　
水
紹
利
朋
再
編
対
策
の
実
施
に
つ

い
て
は
、
左
の
表
に
よ
り
日
程
を
計

画
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
水
田
利
用
再
編
対
策

　
転
作
目
標
面
積
と
限
度
数
量
の
計

算
の
基
礎
は
、
固
定
資
産
台
帳
（
昭

和
四
十
六
年
一
月
一
日
現
在
）
を
基

に
、
公
簿
上
把
握
で
き
る
法
手
続
き

の
行
わ
れ
た
も
の
だ
け
が
対
象
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
公
簿
上
に
あ
ら

わ
れ
な
い
請
負
耕
作
や
委
託
耕
作
等

に
つ
い
て
は
、
公
簿
上
の
所
有
者
の

所
に
割
当
て
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の

調
整
を
そ
れ
ぞ
れ
部
落
内
及
び
部
落

間
で
行
っ
て
頂
き
ま
す
。

　
部
落
内
調
整
の
方
法
　
委
託
耕
作

水田利用再編対策実施目程表

を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
国
、
県
、

市
で
実
施
を
予
定
し
て
い
る
施
策
で

特
に
関
係
の
深
い
も
の
を
参
考
と
し

抜
粋
し
ま
し
た
。
（
別
表
三
参
照
）

1期　　β 実施事項’ 内　　　　　　　容

2潟上旬

　　　～

俵　配　分

地区別（旧町村単位〉に農事連

絡員会議を開催し、農事連絡員

の皆さんを通じて仮配分をお知
　　』　　、
らせします。

2月申旬・

　～
　3月下旬

部　落　調　整

綱々の実情に搭じ、部落内ある

いは、部落閥調整をして頂きま

す。

4月中旬 正　式　配　分
調整の結果により、正式配分を

行います。

5月上旬 転作計画書の提出
正式配分により1人1人転作計

画書を堤出して頂きます。
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《表1》転作の方法
転　　　作　　　の　　　方　　　法

種　　　　別 内　　　　　　　　　　　　　　容

（1）転　　　　作

（1）集団転作
　　　　　　　　　　　　　　　’地域ぐるみの話し合いにより、1ヘクタール以上の団地

として転作するもの。

（2）普通転作

個別にそれぞれの転作作物により転作するもの。

休耕放置田については畑にし、転作作物を作る場合に限

り奨励補助金の対象となります。

（2）管理転作

（1）通常の使用貸借 別の農家が借りうけて転作物をつくる。

（2洪同利用施設 農協が転作物の実習展示ほや共同利用草地等に使用する。

（3）経営受託 農協が経営受託として転作物をつくる。

（4）保全管理
（1）～（3）までの使途がきまるまでの間、農協又は個人の再

受託により、いつでも耕作可能の状態に管理しておく。

（3）土地改良事業

の通年施行

ほ場整備事業等

の通年施行
国・県の補助事業

物作象対

作　物　名 内　　　　　　　　　　　　　　容

特　定　作　物

（1）大豆・そば・麦

（2）飼料作物 ソルガム・とうもろこし等

永年性作物

（1）果　　　　樹

（2）木本性作物

（3）そ　の　他 アスパラ・ホップ等

一　般　作　物 普通　そ　菜

そ　　の　　他

（1）植　　　　林
農用地区域外の水田で、農地転用をするもので、53年度

以降新規の植栽のものに限る。

（2）水田養魚

農用地区域外の場合、農地転用が必要。

農用地区域内の場合、農地転用の必要なし。

53年度以降新たにつくられたものに限る。

（3濃業用施設の

敷地等
53年度以降新たにつくられたものに限る。
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奨励補助金の種類と額《表2》

基　　　本　　　額

10a当り平均 算出の基礎

特定作目 55，000円

転作する水田

の基準収穫量

により定めら

れる。

基準収穫量を10a

当り445～459㎏と

して計算した場合

集団転作を行

った場合、そ

の転作率に応

じ10，000円～

20，000円の加

算金が加えら

れます。

永年性作物 55，000円

一般作物等 40，000円

管理転作 40，000円

土地改良
通年施行

40，000円

　雪宏つり脇詩列準の
　　　　　　　　　お知らせ

　下記のβ時で鷺まつりの際に団体

榔用の髄列叢が灘転されます。利

犠人澱縁欝纏弱や、先着類に受け付

酵雛学6素燕轄欝人でも繕構ですし

緯選籾磁難饗妻まナ。希望される方

纏鴛禦綴繕鱗嚢犠灘轍β酵営業所

（轍斜蒙魏嚢へ。

鶯£潟雛綴鋤

　　滋野欝＿→繕後湯沢着
　　ユ2：07　　　　　　　　　叢6：08

　　　　く纏綾繕潔漢リバス遷行考慮中｝

讐2潟叢2縫｛日》

　　六β町登榊幽繭→上野碧
　　　叢OlOO　　　　　　　15：箪2

　　　　　（牽β欝ま砂バス運轡考慮中）

　謹寡選賃‘ま、　2月10β　2，500円、

2湾12β2，900鶏となっています。

水田利用再編対策関連施策《表3》

容内名業事

霧｝補整率

－
一
2

｝

資金の貸付と利子補給

物
大
作
物
樹

作
・
　
作

定
ば
料
年
桑

特
そ
飼
永
果

－
　
　
　
　
　
　
n
∠

転作々物の種苗
共同購入に補助

農業改良普及所に「水田利用再編地力診断プ・ジェクトチーム」を

設置し、土壌分析診断カルテ等を作成し、転作の定着を図る。

1ha以上の小規模畑地転換造成。
簡易暗渠排水　　補助率壱

3ha以上の飼料作物転作水田整備事業（整地、耕起、土壌改良等）

補助率岳

転作水田面積10a当1）10万円（限度額50万円）の経営資金の貸付

利率　6％

水田を畑地化するための排水用溝堀工で、1施行区3a以上

補助率　30％

転作水田の深耕、溝堀排水及び転作、水田管理用トラクターの導入

　
金
金

　
資
資

　
化
良

代
改

係
　
業

関
近
農

県
業
び

　

国
農
及

n

緊急種苗対策事業

地力診断特別指導事業

小規模土地条件整備事業

粗飼料生産水田利用再編

対策事業
　
策
業

　
対編

事

　
再

　
用

　
り
資

係
禾

関
田

市
水
融

鋤

水田畑地化排水事業

転作水田地力培養事業
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善
行
有
職
青
少
年
の
推
せ
ん
を

新
潟
県
有
職
青
少
年
顕
彰
基
金
で

は
、
昭
和
四
十
五
年
以
来
、
昨
年
ま

で
に
二
百
四
十
七
人
の
善
行
有
職
青

少
年
を
表
彰
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
と
し
も
、
つ
ぎ
の
と
お
り
善
行

有
職
青
少
年
の
表
彰
を
行
い
ま
す
の

で
、
優
れ
た
善
行
有
職
青
少
年
を
ご

推
せ
ん
く
だ
さ
い
。

　
表
彰
の
趣
旨
　
県
内
で
働
く
青
少

年
の
う
ち
、
優
れ
た
善
行
を
し
て
い

る
者
を
表
彰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
や
職
場
に
善
行
の
輪
を
広
め
、
青

　
題

少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
。

表
彰
予
定
人
員
　
四
十
人
位

　
推
せ
ん
の
締
切
り
　
三
月
十
日

　
被
表
彰
者
の
資
格
　
①
昭
和
三
十

一
年
三
月
二
十
一
日
以
後
に
出
生
し

た
者
　
②
定
職
を
も
ち
、
県
内
で
居

住
ま
た
は
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と

③
お
お
む
ね
職
場
な
ど
に
お
け
る
善

行
、
社
会
奉
仕
の
善
行
、
人
命
救
助

事
故
防
止
な
ど
の
善
行
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
善
行
等
が
あ
り
、
他
の

模
範
と
さ
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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♂
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傘
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般ふるさと広場部会からのお願い99

　第29回雪まつりを迎えましたが、私たち25団体

の勤労青少年を中心に構成しているふるさと広場

部会（小宮山信雄部会長）では、例年雪まつりに積

極的に参加し、その作業の中で連帯感と友情の輪

を広げようと、雪像等製作作業を行ってきました。

　ことしも2月1日から作業を行う予定です。作

業は、十日町小グラウンドで午後7時～9時まで

行い、市民会館で夜食をとった後解散します。こ

のため、参加者の帰宅時間が若干遅くなることが

あるかもしれませんが、雇用主やご家族のみなさ

さんのご理解とご協力をお願いします。

　また、あなたも「ふるさと広場」へ参加しませ

んか。問い合せは十日町公民館（壼7－5011）まで

お願いします。

推
せ
ん
の
方
法
　
推
せ
ん
書
の
記

載
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
市
社
会
福

祉
事
務
所
（
魯
七
－
三
二
一
番
内

線
二
一
五
）
へ
。

児
嚢
手
当
受
給
妻
麟
、

み
な
さ
ん
へ
き
．

　
二
月
期
（
牽
鍔
分
～
輔
封
分
騨
の
，

児
鑑
手
当
が
↓
二
月
十
繕
に
み
燦

建
海
の
櫓
定
趣
れ
た
金
徽
機
隣
め

撰
座
に
振
り
込
み
に
な
燈
ま
愛
。

蒙給

類
豫
、
牽
八
歳
未
満
の
兜

嚢
箋
人
以
上
の
う
ち
．
出
生
順
に

数
え
て
三
人
紹
以
簿
懸
あ
る
義
務

教青

終
了
蔚
の
児
壷
工
人
に
つ
き

欝
額
竃
予
欝
で
ず
。

川
治
地
区
新
春
娯
楽
大
会

日
時
　
二
月
五
日
（
日
）
正
午
～
午
後

六
時
（
受
付
は
午
前
十
一
時
半
～
）

場
所
　
川
治
地
区
公
民
館

種
目
　
囲
碁
・
将
棋
・
麻
雀

会
費
　
八
百
円
（
賞
品
代
）

参
加
者
　
川
治
地
区
民
（
小
中
高
校

生
は
除
く
）

申
込
み
　
二
月
一
日
（
水
）
ま
で
に
公

　
民
館
へ
（
会
費
を
添
え
て
）

停
電
の
お
知
ら
せ

　
▼
二
月
九
日
㈱
午
前
九
時
～
正
午

響1豊基灘詰繧撒
ミに灘霧驚講鱗

羅票篶雛灘灘
1示します・　一　け1

　§　出納責任者は、告ホされた制限ま　§
）1額をこえて支出した場合は・刑罰し1

　§に処せられるとともに、連座にょ　よ．§
1り、当選人は当選を失うこととなう1

§ります．　　　　　　1
　菰＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿一

二
月
十
五
日
困
午
前
九
時
～
正
午
ま

で
　
小
黒
沢
　
▼
二
月
二
十
日
㈲
午

前
九
時
～
正
午
ま
で
　
昭
和
町
一
丁

目
の
一
部
寿
町
四
丁
目
の
一
部

▼
二
月
二
十
四
日
團
午
前
九
時
～
午

後
一
時
ま
で
下
条
四
丁
目
の
一
部

貝
の
川
、
新
保
、
水
口
、
下
山
の
一

部
。自

動
車
速
度
規
制

　
国
道
一
一
七
号
線
自
動
車
速
度
規

制
の
改
正
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
十
日
町
市
内
で
は
、
四
日
町
踏
切

付
近
の
三
十
計
材
を
除
き
、
全
線
四

十
ノ
材
に
な
り
ま
し
た
。
運
転
者
は

標
識
に
従
っ
て
、
安
全
運
転
を
し
て

く
だ
さ
い
。

第7回市民スキー選手権大会
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奨励補助金の種類と額《表2》

基　　　本　　　額

10a当り平均 算出の基礎

特定作目 55，000円

転作する水田

の基準収穫量

により定めら

れる。

基準収穫量を10a

当り445～459㎏と

して計算した場合

集団転作を行

った場合、そ

の転作率に応

じ10，000円～

20，000円の加

算金が加えら

れます。

永年性作物 55，000円

一般作物等 40，000円

管理転作 40，000円

土地改良
通年施行

40，000円

　雪宏つり脇詩列準の
　　　　　　　　　お知らせ

　下記のβ時で鷺まつりの際に団体

榔用の髄列叢が灘転されます。利

犠人澱縁欝纏弱や、先着類に受け付

酵雛学6素燕轄欝人でも繕構ですし

緯選籾磁難饗妻まナ。希望される方

纏鴛禦綴繕鱗嚢犠灘轍β酵営業所

（轍斜蒙魏嚢へ。

鶯£潟雛綴鋤

　　滋野欝＿→繕後湯沢着
　　ユ2：07　　　　　　　　　叢6：08

　　　　く纏綾繕潔漢リバス遷行考慮中｝

讐2潟叢2縫｛日》

　　六β町登榊幽繭→上野碧
　　　叢OlOO　　　　　　　15：箪2

　　　　　（牽β欝ま砂バス運轡考慮中）

　謹寡選賃‘ま、　2月10β　2，500円、

2湾12β2，900鶏となっています。

水田利用再編対策関連施策《表3》

容内名業事

霧｝補整率

－
一
2

｝

資金の貸付と利子補給

物
大
作
物
樹

作
・
　
作

定
ば
料
年
桑

特
そ
飼
永
果

－
　
　
　
　
　
　
n
∠

転作々物の種苗
共同購入に補助

農業改良普及所に「水田利用再編地力診断プ・ジェクトチーム」を

設置し、土壌分析診断カルテ等を作成し、転作の定着を図る。

1ha以上の小規模畑地転換造成。
簡易暗渠排水　　補助率壱

3ha以上の飼料作物転作水田整備事業（整地、耕起、土壌改良等）

補助率岳

転作水田面積10a当1）10万円（限度額50万円）の経営資金の貸付

利率　6％

水田を畑地化するための排水用溝堀工で、1施行区3a以上

補助率　30％

転作水田の深耕、溝堀排水及び転作、水田管理用トラクターの導入

　
金
金

　
資
資

　
化
良

代
改

係
　
業

関
近
農

県
業
び

　

国
農
及

n

緊急種苗対策事業

地力診断特別指導事業

小規模土地条件整備事業

粗飼料生産水田利用再編

対策事業
　
策
業

　
対編

事

　
再

　
用

　
り
資

係
禾

関
田

市
水
融

鋤

水田畑地化排水事業

転作水田地力培養事業
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潟
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彰
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で

は
、
昭
和
四
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五
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以
来
、
昨
年
ま

で
に
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四
十
七
人
の
善
行
有
職
青

少
年
を
表
彰
し
て
き
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い
ま
す
。

　
こ
と
し
も
、
つ
ぎ
の
と
お
り
善
行

有
職
青
少
年
の
表
彰
を
行
い
ま
す
の

で
、
優
れ
た
善
行
有
職
青
少
年
を
ご

推
せ
ん
く
だ
さ
い
。

　
表
彰
の
趣
旨
　
県
内
で
働
く
青
少

年
の
う
ち
、
優
れ
た
善
行
を
し
て
い

る
者
を
表
彰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
や
職
場
に
善
行
の
輪
を
広
め
、
青

　
題

少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
。

表
彰
予
定
人
員
　
四
十
人
位

　
推
せ
ん
の
締
切
り
　
三
月
十
日

　
被
表
彰
者
の
資
格
　
①
昭
和
三
十

一
年
三
月
二
十
一
日
以
後
に
出
生
し

た
者
　
②
定
職
を
も
ち
、
県
内
で
居

住
ま
た
は
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と

③
お
お
む
ね
職
場
な
ど
に
お
け
る
善

行
、
社
会
奉
仕
の
善
行
、
人
命
救
助

事
故
防
止
な
ど
の
善
行
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
善
行
等
が
あ
り
、
他
の

模
範
と
さ
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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般ふるさと広場部会からのお願い99

　第29回雪まつりを迎えましたが、私たち25団体

の勤労青少年を中心に構成しているふるさと広場

部会（小宮山信雄部会長）では、例年雪まつりに積

極的に参加し、その作業の中で連帯感と友情の輪

を広げようと、雪像等製作作業を行ってきました。

　ことしも2月1日から作業を行う予定です。作

業は、十日町小グラウンドで午後7時～9時まで

行い、市民会館で夜食をとった後解散します。こ

のため、参加者の帰宅時間が若干遅くなることが

あるかもしれませんが、雇用主やご家族のみなさ

さんのご理解とご協力をお願いします。

　また、あなたも「ふるさと広場」へ参加しませ

んか。問い合せは十日町公民館（壼7－5011）まで

お願いします。

推
せ
ん
の
方
法
　
推
せ
ん
書
の
記

載
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
市
社
会
福

祉
事
務
所
（
魯
七
－
三
二
一
番
内

線
二
一
五
）
へ
。

児
嚢
手
当
受
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妻
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、

み
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．
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期
（
牽
鍔
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輔
封
分
騨
の
，

児
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手
当
が
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二
月
十
繕
に
み
燦

建
海
の
櫓
定
趣
れ
た
金
徽
機
隣
め

撰
座
に
振
り
込
み
に
な
燈
ま
愛
。
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類
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、
牽
八
歳
未
満
の
兜

嚢
箋
人
以
上
の
う
ち
．
出
生
順
に

数
え
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三
人
紹
以
簿
懸
あ
る
義
務

教青

終
了
蔚
の
児
壷
工
人
に
つ
き

欝
額
竃
予
欝
で
ず
。

川
治
地
区
新
春
娯
楽
大
会

日
時
　
二
月
五
日
（
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）
正
午
～
午
後

六
時
（
受
付
は
午
前
十
一
時
半
～
）

場
所
　
川
治
地
区
公
民
館

種
目
　
囲
碁
・
将
棋
・
麻
雀

会
費
　
八
百
円
（
賞
品
代
）

参
加
者
　
川
治
地
区
民
（
小
中
高
校

生
は
除
く
）

申
込
み
　
二
月
一
日
（
水
）
ま
で
に
公

　
民
館
へ
（
会
費
を
添
え
て
）

停
電
の
お
知
ら
せ

　
▼
二
月
九
日
㈱
午
前
九
時
～
正
午

響1豊基灘詰繧撒
ミに灘霧驚講鱗

羅票篶雛灘灘
1示します・　一　け1

　§　出納責任者は、告ホされた制限ま　§
）1額をこえて支出した場合は・刑罰し1

　§に処せられるとともに、連座にょ　よ．§
1り、当選人は当選を失うこととなう1

§ります．　　　　　　1
　菰＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿一

二
月
十
五
日
困
午
前
九
時
～
正
午
ま

で
　
小
黒
沢
　
▼
二
月
二
十
日
㈲
午

前
九
時
～
正
午
ま
で
　
昭
和
町
一
丁

目
の
一
部
寿
町
四
丁
目
の
一
部

▼
二
月
二
十
四
日
團
午
前
九
時
～
午

後
一
時
ま
で
下
条
四
丁
目
の
一
部

貝
の
川
、
新
保
、
水
口
、
下
山
の
一

部
。自

動
車
速
度
規
制

　
国
道
一
一
七
号
線
自
動
車
速
度
規

制
の
改
正
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
十
日
町
市
内
で
は
、
四
日
町
踏
切

付
近
の
三
十
計
材
を
除
き
、
全
線
四

十
ノ
材
に
な
り
ま
し
た
。
運
転
者
は

標
識
に
従
っ
て
、
安
全
運
転
を
し
て

く
だ
さ
い
。
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忘
れ
た
ら
一
大
事
”

　
　
　
国
民
年
金
の
保
険
料

だ
れ
に
も
老
後
は
確
実
に
や
っ
て

き
ま
す
。
〃
老
後
の
生
活
設
計
〃
は

わ
た
く
し
た
ち
一
人
一
人
が
、
自
分

に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
若
い
う
ち

か
ら
取
組
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
’
、
㌧
し
ょ
う
か
。

　
国
民
年
金
は
、
こ
れ
ま
で
家
庭
内

で
行
わ
れ
て
き
た
親
孝
行
に
代
っ
て

社
会
全
体
弔
、
行
う
親
孝
行
と
も
い
え

る
も
の
で
、
厚
生
年
金
な
ど
他
の
公

的
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
二

十
歳
か
ら
五
十
九
歳
ま
で
の
人
を
加

入
対
象
と
し
て
い
る
制
度
で
す
。

　
「
年
金
」
を
受
け
る
た
め
に
は
、
決

め
ら
れ
た
期
問
、
保
険
料
を
納
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
納
入
は
地
域
の

年
金
委
員
さ
ん
へ

　
五
十
二
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

の
納
入
は
、
第
六
期
（
二
月
・
三
月

分
）
を
残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

　
十
日
町
市
は
、
年
六
回
徴
収
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、
保
険
料
を
ま
だ
未

納
さ
れ
て
い
る
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

年
度
が
切
り
か
わ
る
前
の
で
き
る
だ

け
早
い
う
ち
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
保
険
料
の
集
金
は
、
地
域

内
の
年
金
委
員
さ
ん
が
行
っ
て
い
ま

す
が
、
最
近
、
年
金
委
員
さ
ん
が
み

な
さ
ん
の
家
庭
に
集
金
に
伺
っ
た
際

，
雛
灘
灘
叢
灘
．
礁
鷺

繍
騒
礁
羅
簿
鞭
藩
蘇
讐
．
纏
灘
馨
馨
箋

犠
墾
嶺
絡

　
五
ヂ
腐

　
牽
万
湾

議
し
愈
い
で

　
榊
万
溺
泣

。
あ
と
’
．
㌧
直
接
国
民
年
金
係
へ
届
け
る

と
か
、
銀
行
に
持
っ
て
行
く
か
ら
”

と
言
っ
て
、
保
険
料
を
支
払
わ
な
い

家
庭
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
保
険
料
の
集
金
は
、
原

則
と
し
て
地
域
の
国
民
年
金
委
員

（
県
知
事
の
委
嘱
）
さ
ん
に
お
願
い

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
の
納

入
は
、
集
金
に
伺
っ
た
年
金
委
員
さ

ん
に
直
接
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
も
し
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を
期

限
ま
で
に
納
め
ま
せ
ん
と
、
事
故
に

あ
っ
た
り
、
、
こ
主
人
が
亡
く
な
ら
れ

た
り
し
た
と
き
な
ど
に
、
障
害
年
金

や
母
子
年
金
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
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全
　
域

新大六川十
地　井　　　日
区座田箇治町

全
域

区参

城集

o）通実　3
方知施歳
は　が　　し　6

お　な　て　カ
い　く　お　月
で　と　‘）　児

ド　も　ま　を

さ該亥対
い当　　象
。月　　　に
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育　体
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　』一つ　定
㌧、

て
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相
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内　身　育
科　体　児
検　測　学
診　定　級

備
考

循環器検診結果のお知らせ

　昭和52年の結核検診と併せて行われた循環

器検診（血圧測定）の結果、検診を受けた人

は、13，302人で受診率70．3％でした。

　　　　　　　　　　　　　3％

■■正常

□妻注意

■■高血圧

30～39歳

40～64歳

29％ 36％　　　35％65歳以上

　高血圧の人は、日常生活の注意をしながら

脳卒中（ねたきり）にならないようにしまし

ょう。

　（脳卒中でねたきりの方は約70人位います）

一次回は高血圧と塩分について

○
－

：
と
ヒ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
：

－
○

　拶劔
盈76』厚創吟3
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今
冬
の
異
常
豪
雪
－
、
、
全
層
な
だ
れ

が
発
生
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
雪
害
対
策
室
及
び
県
土
木
事
務

所
、
十
日
町
地
域
消
防
署
で
は
、
二

月
二
十
一
・
二
十
二
日
の
両
日
、
山

問
地
域
の
ナ
ダ
レ
危
険
ヵ
所
の
査
察

を
実
施
し
ま
し
た
。

　
査
察
は
、
七
班
編
成
で
行
わ
れ
、

傾
斜
角
度
、
高
さ
、
延
長
、
雪
厚
、

危
険
度
、
迂
回
路
の
有
無
、
危
険
標

津池地内でのナダレ査察

　　　　　　　2月21日

雪下ろし費用も対象
　　　　　　　　雑損控除の申告1

豪雪び）場合において、察屋の倒壊を防止すモ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ
るための屋根の雪下ろし費用及び家屋の外周モ

び）雪グ）取り除き費用等被害防止のため支出しモ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂
た除雪費も「雑損控除」の対象とな1）ます。　モ

　しかし「雑損控除」の扱いができるσ）は、　モ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（モ
除雪費用が年間所得グ）1割を越えた分のみ・逸

1割以内だと認められないこととなっていまモ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ
す。　　　　　　　　　　　　　　　　モ
　該当する方は、民税申告期間である3月15モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ
日までに申告してください。　　　　　　　モ
　なお「雑損控除、とは、輿害又は盗難等にモ
　　　　　　ー　　　　　　　　　　　垂
より納税者や生計を一にする配偶者等の所有モ

する住宅や家財等に損失を受けたとき、総所モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　逸
得金額から控除する制度で、災害等による異聖

常損失によって低下した担税力に即応した課逸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　逸
税を行うために設けられたものですが、損失聖

額が所得の1割を越えた分のみしか控除の対、

象になりません。

識
の
有
無
な
ど
ナ
ダ
レ
危
険
ヵ
所
の

詳
細
な
調
査
を
実
施
す
る
と
共
に
、

今
後
の
雪
庇
落
と
し
や
防
止
柵
の
設

置
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
し

た
。

　
な
だ
れ
危
険
ヵ
所
は
、
市
内
で
約

八
十
ヵ
所
に
の
ぼ
り
ま
す
が
、
な
だ

れ
危
険
ヵ
所
の
あ
る
部
落
及
び
通
行

人
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
注
意
し
、
な

だ
れ
事
故
防
止
に
つ
と
め
て
下
さ
い
。

　
■
「
ナ
ダ
レ
注
意
」
の
標
識
の
立

て
て
あ
る
所
は
、
特
に
注
意
し
て
通

行
し
て
下
さ
い
。

　
■
各
部
落
と
も
危
険
ヵ
所
の
監
視

を
強
め
、
危
険
を
発
見
し
た
場
合
は
、

嘱
託
員
を
通
じ
て
地
域
の
人
達
に
周

知
し
イ
、
下
さ
い
。

　
■
危
険
と
考
え
ら
れ
る
所
は
、
部

落
で
雪
庇
を
排
除
す
る
な
ど
事
故
の

未
然
防
止
に
努
め
て
下
さ
い
。

　
■
危
険
ヵ
所
で
迂
回
路
可
能
の
所

は
、
迂
回
路
を
設
け
て
下
さ
い
。

路
上
駐
車
は
絶
対
に
し
な
い

路
上
駐
車
は
絶
対
し
な
い
で
下
さ

い
。
も
し
、
除
雪
作
業
の
た
め
、
路

上
駐
車
禁
止
場
所
に
駐
車
し
て
い
る

車
を
損
傷
し
た
場
合
は
、
そ
の
修
理

代
や
車
を
排
除
さ
せ
る
た
め
に
要
し

た
費
用
等
み
な
さ
ん
の
ご
負
担
に
な

り
ま
す
。

　
な
お
、
路
上
駐
車
禁
止
場
所
は
、

当
該
地
点
に
道
路
標
識
で
表
示
し
て

あ
り
ま
す
が
、
市
及
び
土
木
事
務
所
、

警
察
署
で
は
、
夜
間
パ
ト
・
ー
ル
を

強
化
し
、
路
上
駐
車
を
排
除
す
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。

雪
お
ろ
し
に
ご
注
意

　
例
年
、
屋
根
の
雪
お
ろ
し
が
遅
れ

た
た
め
に
、
建
物
が
全
半
壊
す
る
等

の
事
故
が
起
き
て
い
ま
す
。
特
に
雪

お
ろ
し
は
、
早
め
に
行
っ
て
下
さ
い
。

　
ま
た
、
最
近
、
屋
根
の
雪
お
ろ
し

の
際
の
転
落
事
故
、
屋
根
か
ら
セ
リ

出
し
た
雪
の
か
た
ま
り
が
落
ち
て
き

て
歩
行
者
が
ケ
ガ
を
す
る
と
い
う
事

故
が
そ
れ
ぞ
れ
増
え
て
い
ま
す
．

　
除
雪
作
業
の
際
は
、
足
場
等
十
分

注
意
す
る
と
共
に
、
屋
根
雪
が
セ
リ

出
し
て
通
行
人
に
危
険
な
状
態
と
な

ら
な
い
よ
う
に
早
め
に
除
去
し
て
下

さ
い
。


